
2006年に労働安全衛生法でGHS方式が導入されてから約20年。当初は約640物質から始まったこの

制度は、今や約2,900物質という膨大な規模へと拡大しようとしています。今回のJIS改正(2025年

12月)は、まさにこの長年にわたる化学物質管理の集大成ともいえる大きな節目となります。 

 

 

光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物や揮発
性有機化合物等が太陽光により反応、生成される酸化性
物質の総称で、大部分はオゾンが占めます。 
濃度が高いと人の目や呼吸器に健康被害を生じる他、

主成分のオゾンは植物によるCO2吸収を阻害するため、気
候変動という観点からも影響が懸念されています。 
発生源対策として、これまで工場、事業場や自動車か

らの排出抑制等の対策を進めたため、高濃度発生は減少
し改善傾向であるものの、環境基準達成率は依然低いま
まとなっています。 
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1.2026年4月に向けたカウントダウン 
現在、日本の化学物質管理は、労働安全衛生法の改

正による「自律的な管理」への移行という歴史的な転
換点にあります。その中でも特に注目すべきは、SDS(安
全データシート)の提供やラベル表示が義務付けられる
対象物質の劇的な拡大です。2026年4月の完全施行に向
け、企業には迅速な対応が求められています。 

2.なぜ「2026年」なのか 
これまで義務対象となっていたのは約700物質でした

が、改正により国連GHS分類で危険有害性が認められる
物質が順次追加されています。この2026年4月のタイミ
ングで、管理対象が従来の4倍以上に膨れ上がることに
なります。これにより、これまで「義務対象外」とし
て扱われていた多くの化学品や混合物が、新たに法律
の枠組みに入ることになります。 

3.「新GHS(JIS)」との相乗効果 
この膨大な物質を正しく管理するための「共通のルー

ル」が、2025年12月末に改正された最新のJIS規格(JIS 
Z 7252/7253)です。対象物質が約2,900に増えるという
ことは、それだけ多くのSDSやラベルを作成・確認しな
ければならないことを意味します。最新のJISでは、情
報の整理や優先順位の付け方が明確化されており、情
報の受け手(現場の作業者)が混乱しないよう配慮され
ています。 

4. 猶予期間と早めの準備 
JISの改正(新基準への表示切り替え)には2030年まで

の猶予期間がありますが、安衛法による「2,900物質へ
の拡大」は2026年4月に待ったなしでやってきます。対
象物質の特定、混合物の再分類、現場での周知など、
やるべき作業は多岐にわたります。期限直前の混乱を
避けるため、今から計画的に対応を進めることが、企
業の安全管理レベルを証明することに繋がります。 

環
境
上
の
条
件 

改正後 改正前 

改正前オゾンとして、8時間

値が0.07ppm以下であり、

かつ、日最高 8 時間値の 1

年平均値が 0.04ppm 以下

であること。 

1 時間値が

0.06ppm

以下である

こと。 

 
公示日：2026年1月30日  適用日：2026年4月1日 
 

 



肥料取締法が肥料の品質の確保等に関する法律 

 

厚生労働省は、2026年3月に予定されている「医

薬品添加物規格2018」の改正に向け、2026年1月

16日より改正案のパブリックコメントで意見の募

集を行いました。 

今回の改正は、医薬品添加物の品質基準や試験

方法を最新の科学的知見に基づいて更新すること

を目的としており、製剤開発や品質保証に携わる

事業者にとって重要な動きとなります。 

意見募集期間は2026年1月16日から2月14日ま

での約1か月間で、募集対象は「医薬品添加物規

格2018を改正する件(案)について(概要)」とされ

ていました。こちらは、正式な告示に先立ち、広

く関係者から意見を求めるためのもので、規格の

妥当性や実務上の影響を踏まえた修正に反映する

ことを目的としています。 

今回の改正案公示は、2026年の正式な施行に向

けた重要なステップであり、改正内容を事前に把

握し、自社製品や製造工程への影響を評価するた

めの貴重な機会となります。 

医薬品添加物規格は、医薬品の品質と安全性を

支える基盤的な規格であり、改正によって試験項

目の追加や許容値の見直しが行われる可能性もあ

るため、該当する企業にとっては早期の対応が求

められます。 

今後は、提出された意見を踏まえた最終調整を

経て、2026年に正式な告示が行われる予定です。

改正後は新たな規格への適合が求められることか

ら、製造販売業者や関連部門は引き続き情報収集

を行い、必要な準備を進めていくことが重要とな

ります。 

弊社でもこの改正で試験内容が変更される品目

を多数扱っております。改正後速やかに、お客様

からのお問合せに適切に対応できるよう、準備を

進めていきます。 

 

重金属による健康影響は古くから知られていま

すが、現代でも食事などを通じて低濃度のカドミ

ウム、水銀、鉛、ヒ素を体内に取り込んでいます。

海外の研究では、血中や尿中のカドミウム、鉛、

ヒ素濃度が高いと2型糖尿病リスクが上昇するこ

とが報告されています。日本では魚介類(水銀や

ヒ素の主なばく露源)や米(カドミウムの主なばく

露源)の摂取量が多いにもかかわらず、これまで

前向きな研究がされていませんでした。 

そこで、国立環境研究所の研究グループが約

4,800人の日本人を5年間追跡し、血中重金属濃度

と2型糖尿病発症の関連を調査した結果、水銀濃

度が最も高い群では最も低い群に比べ糖尿病リス

クが約2倍高かったという調査結果になりました。

一方、カドミウム、鉛、ヒ素では関連がみられず、

これは日本人の血中カドミウム・鉛濃度が低いこ

とや、比較的毒性の低い有機ヒ素の摂取が中心で

あることが理由と考えられているそうです。 

日本人はばく露される水銀の約9割を魚介類か

ら摂取しているという研究結果もあることから、

魚介類を控えた方がいいのか？という話にもなり

ますが、魚介類は健康に有益な栄養素も多いため、

摂取を控えすぎず、水銀濃度の低い魚を選ぶなど

の工夫が重要かもしれません。 
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詳細は 5 月号でお知らせします。 

今年も皆様のご来場を心よりお待ち 

しております。 

 
昨年のブースの様子 

 
 

2026 年（令和 8 年） 
持込みによるマスクフィットテスト開催日 

3 月 24 日(火)・4 月 28 日(火) 
5 月 26 日(火)・6 月 30 日(火) 
7 月 28 日(火)・8 月 25 日(火) 
9 月 29 日(火)・10 月 27 日(火) 
11 月 24 日(火)・12 月 15 日(火) 

 

 

2026 年 5 月 20 日(水)～22 日(金) 

会場：幕張メッセ 

 

 

 


